
調剤をしていて

媛聞に思ったこと，

医師または患者さんに鍋

かれて困ったこと，医師に疑

義照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 皆さんの疑問

に告分野の専門家がお答えいたします。

処方せんに「後発医藁昂への変更司jの指示が

ある揖含は，後発医裏面への変更を帯望する

かどうかということを，患者に臨す確認しなければな

らないのでしょうか。それとも，笹尭医票田情報提供

料を算定しなければ，確留し主主くても特に問題はない

のでしょうか。 (匿名君望)

点数の算定の1of4W，に関係なく，患者ーには必ず

その意思(後発医薬11flへの変更を希望するか

否か)を部市立してくださし、。

健康保険法に基づく処方せんの「後発医薬品への変

更可」欄の追加については，後発医薬品の使用促進策

の一環として.2006年4月1日より施行されていると

ころです。保険薬局においては， ①一般名処方による

処方せん， ①「後発医薬li111への変更可」欄に処方12lの署

名もしくは記名・押印のある処方せんーーを受け付け

た場合には.忠者の|πL吉;を符たうえで，後発医薬品に

変更して剖剤することができます。そしてさらに，先

発医薬品との薬剤料の差やi制L¥性などに閲する事項を

文書により忠者へ情報提供するとともに，変更して調

斉IJした後発医薬Ill-lIlのJ.7i柄などを処JJI歪へ情報提供する

場合には，後発医薬品情報提供料(10点)を算定する

ことができます。

しかし処方せんの「後発医薬品への変更可」欄は，

必ずしも，調斉IJ報酬点数を算定することだけを目的と

して設けられているわけで、はありません。処方せん様

式の変更は.後発医薬品の使n:J1足進のためのプj策の1

つとして設けられたi'l'i置でもありますが， r後発医薬品
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ご質問をお寄せくだ

さい。

なお，回答は本臆に抱節すること

によってのみ行います。電話やファク

シミリによる回筈はご容破ください。ま

た，特殊なケースの質問lま，銀mされないことも
ありますのであらかじめごS~ください。

への変更可jという指示については，それまで含めて

「処方内容」であると解釈すべきでしょう。

薬剤師は，処方せんに記載されている処方医の指示

を無視することはできません。したがって， r後発医薬
品への変更可Jと指示された処方せんを受け付けた場合
には，保険楽剤自iIiは患者に対し後発医薬品への変更

を希望するか否かを雌認しなければなりません。点数

を算定しなければ確認を怠っても構わないということ

ではありませんので，誤解しないよう4・分注意してく

ださし、

地方せんの肉容について毘罷照会を行った蝿

吉，姐方せんや麗歴にその記録を殖していま

すが，処方せんについては.r備警j欄以舛に記入する
ことは留められていないのですか。(匿名樗望)

処方せんに疑義!照会の1;1'，)谷および結果を記銀

する場合には，同ii考j欄または「処方」欄に記

入してください。

薬剤師法では，薬剤師に対し受け付けた処方せん

の内容について疑義が認められた場合には，処方医へ

疑義照会を行うことを義務付けています(薬斉IJr:ili法第

24条)。そして，照会の内容や結果については，処方

せんに記録しなければなりません (同第26条，薬剤師

法施行規則的15条)。

ーブ)，健康保険法においても， 1~~1境調剤にあたり疑

義!照会を行った場合の具体的な取り扱いが規定されて

おり，疑義!照会の記録については，処方せんのrf備考j



間又は『処プ!iH出lに記入すること」とされているほか(表)， 

患者の薬剤mmpr.fの記録にも記入しておく必要があり
ます。ただし処方せんの記入例所については，rr備
考j欄又は I処方H~IJ とm定されていることから考える

と，必ずしも枯概的にf処方」欄に記入することを求め
ているわけで-はないと察することができます。

したがって，基本的には「備考」欄に記載するものと

して心がけておき，その他ケースに応じて適宜・適切

に判断し，場合によっては「処方」欄に記入するという

こともあり得る，という程度に考えておくのも1つの方

法ではないでしょうか。

ただし，いずれの欄に記入するとしても，それが誰

により記入されたのかを明確にしておくこと，すなわ

ち， 医師による記載なのか，それとも，薬剤師による

記載なのかということを明確に区別できるようにして

おくことが重要です。

00芝hσ〉
処方t::h
でEぢTY--..

Information 

表 疑義照会の記録について

別紙2 診療録等の記載上の注意事項 く抜粋>

第5 処方せんの記11史上の沿:芯~i-Jj'i

}-8 <略>

9 その他

-: 
当防IJf@は.調剤したときは.その処んせんに以下の取引を

記載すること。

(1) ~ (3) <略>

(4)その他次の事組を「備考」欄又は「処方j欄に記入する

こと。

ア 処方せんを交付した医師又は1¥1，1科医仰の|百!なを併で処
)jせんに記載された医薬品を変!J.!:して[抑制した場合には.

その変更内容

イ lぎmfj又は11;1利l長印fjに!照会を行ったJkj-介は.そのfnl符の
IAJ'ff 

(1り76(I'SJJ 7 H f山政発百円82~J\ !υ生省保険}，-，j医jt.1.i~長辿伺Ir砂療報酬IIi1j;}tf.!j-.tr.の
l:ol&要官l告についてJ)
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